
安全管理規程フェーズ2への移行に伴う届出について


令和４年１２月２２日に知床遊覧船事故対策検討委員会において取りまとめられた「旅客船の総合的な安全・安心対策」において、安全管理規程（ひな形）の内容の充実を図ることが提起されたことを踏まえ、令和８年３月３１日付けでひな形を改正しました。

※　今回のひな形改正は、安全管理規程の内容の充実を図ることを目的としており、事業者は現行の安全管理規程を変更いただくことが必要となります。
なお、令和８年４月１日以前に事業を営んでいる事業者におかれては、海上運送法等の一部を改正する法律（令和５年法律第２４号）の経過措置期間中である令和８年度末までに、安全管理規程の変更届出を提出頂きますようお願い致します。


1．提出方法（下記のいづれかの方法でお願いします）
	提出方法
	留意点

	メール
	管轄窓口のメールアドレス宛に送付

	窓口にて提出
	担当者不在の可能性があるため、事前連絡をお願いします。

	郵送
	上記同様に事前連絡をお願いします。


※届出先の管轄運輸局（支局事務所含む）は、「４．提出先」を確認していただくようお願いします。

2．必要書類
	書類名
	備考

	安全管理規程変更届出書
	フェーズ2移行に伴う変更届出の基本書類

	安全管理規程
（安全管理規程・運航基準・作業基準・事故処理基準・地震防災対策基準）
	事業形態に応じたフェーズ2ひな形を使用し、自社実態に合わせて修正
地震防災対策基準は、対象事業者のみ提出
（対象事業者は、チェックマニュアルを参照ください）
（すでに策定されている場合は、引き続きご提出をお願いします）

	運航可否判断等の手順図
	運航基準別紙として添付

	安全統括管理者・運航管理者の選解任届出書
	選任及び解任がある場合



3．よくある補正事項
	補正になりやすい事項
	確認ポイント

	運航可否判断等の手順図が未添付
	Excel様式の手順図を必ず添付する

	「情報の入手元」に風速・波高の数値を記載
	数値ではなく、気象庁・海上保安庁・観測地点等の情報源を記載する

	船長兼運航管理者の場合の記載不足
	代行体制・連絡体制等をチェックマニュアルに沿って修正する

	ひな形をそのまま提出
	自社の運航実態、船舶、体制、連絡先に合わせて修正する

	事業形態と異なるひな形を使用
	自社の事業区分に合ったフェーズ2ひな形を使用する




4．提出先
	主たる事務所を管轄する以下の提出先へ、メール送信・持参・郵送により提出してください。
持参される場合は、あらかじめ持参日時をご連絡ください。

	提出先
	メールアドレス
	住所・電話番号

	関東運輸局 海上安全環境部
運航労務監理官
	ktt-kanto-unroukan@gxb.mlit.go.jp
	〒231-8433
神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎
TEL:045-211-7230

	茨城運輸支局
（運航労務監理官）
	ktt-ibaraki-unroukan@gxb.mlit.go.jp
	〒310-0844
茨城県水戸市住吉町353番地
TEL:029-247-5348(4)

	茨城運輸支局
鹿島海事事務所
（運航労務監理官）
	ktt-kashima-unroukan@gxb.mlit.go.jp
	〒314-0103
茨城県神栖市東深芝9 鹿島港湾合同庁舎
TEL:0299-92-2604

	千葉運輸支局
（運航労務監理官）
	ktt-chiba-unroukan@gxb.mlit.go.jp
	〒261-0002
千葉県千葉市美浜区新港198番地
TEL:043-242-7336(4)

	東京運輸支局（青海庁舎）
（運航労務監理官）
	ktt-tokyo-unroukan22@gxb.mlit.go.jp
	〒135-0064
東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階
TEL:03-5530-2328

	川崎海事事務所
（運航労務監理官）
	ktt-kawasaki-unroukan@gxb.mlit.go.jp
	〒210-0865
神奈川県川崎市川崎区千鳥町12-3 川崎湾港合同庁舎
TEL:044-266-3878



